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１．事業の目的・概要
（１） 事業の目的と計画の概要

①事業の目的

⑯

1km

5km

⑭

⑥

⑮

②

⑥

事業計画地

横浜地方合同(既存)

横浜第二港湾合同
横浜税関新港分関庁舎

横浜第一港湾合同庁舎

⑫

⑥⑬

①〜④

⑦〜⑪
⑤〜⑥

能見台駅

行政サービスの向上
‧ 耐震性能の不足、老朽、狭あい等の解消により施設利用者の利便性、安全性、業務効率の向上を図る。
国有財産の有効活用
‧ 老朽や狭隘が進み、分散している国の行政機関を集約立体化することにより、国有財産の有効活用を図る。
防災拠点としての機能確保
‧ 国道事務所や港湾事務所などが入居することにより、横浜港における行政機関及び関係団体との相互連携が

図れる。

官署名称番号
神奈川行政評価事務所①

東京国税局横浜中税務署②

東京国税不服審判所横浜支所③

横浜営繕事務所④

横浜保護観察所⑤

横浜税関⑥

東京入国管理局横浜支局横浜港分室
（現東京出入国在留管理局横浜支局横浜
港分室）

⑦

横浜地方検察庁（分室）⑧

横浜検疫所⑨

横浜通商事務所⑩

横浜海上保安部港内交通管制室⑪

横浜検疫所（⻑浜庁舎）⻑浜措置場⑫

横浜公共職業安定所⑬

植物防疫所研修センター⑭

京浜港湾事務所⑮

横浜国道事務所⑯



横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 【資料４－１】

赤レンガ倉庫

横浜海上保安部
海上防災基地

横浜税関

みなとみらい地区

神奈川県警察本部

横浜第２地方合同

大さん橋

新港ふ頭
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１．事業の目的・概要
（１） 事業の目的と計画の概要

②立地、計画の概要

・事業計画地 神奈川県横浜市中区新港１−６−１
・敷地面積 １６，８２５㎡
・延床面積 ４８，６３７㎡
・規模、構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

地上７階建
・施設整備期間 平成２１年度〜令和４年度
・事 業 費 約１９１億円
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※新規採択時評価時の選定理由

備考延床面積計画理由 ※建築年次所在地施設名称

横浜地方合同庁舎（既存）に
入居

１２，８１０㎡
（合同庁舎全体）

老朽

１９７６年横浜市中区

神奈川行政評価事務所

老朽東京国税局横浜中税務署

老朽東京国税不服審判所横浜支所

老朽横浜営繕事務所

横浜第一港湾合同庁舎に
入居

８，７５１㎡
（合同庁舎全体）

老朽、狭隘
１９６７年横浜市中区

横浜保護観察所

老朽横浜税関

横浜第二港湾合同庁舎に
入居

６，３４４㎡
（合同庁舎全体）

老朽、
施設の不備（耐震性能不足）

１９７３年横浜市中区

東京入国管理局横浜支局横浜港分室
（現東京出入国在留管理局横浜支局横
浜港分室）

老朽、狭隘、
施設の不備（耐震性能不足）横浜地方検察庁（分室）

老朽、
施設の不備（耐震性能不足）横浜検疫所

老朽、狭隘、
施設の不備（耐震性能不足）横浜通商事務所

老朽、
施設の不備（耐震性能不足）

横浜海上保安部
港内交通管制室

２，１３０㎡老朽１９８６年横浜市金沢区横浜検疫所（⻑浜庁舎）⻑浜措置場

３，０６３㎡分散、
施設の不備（駐車場不足）１９８１年横浜市中区横浜公共職業安定所

９２５㎡老朽１９７４年横浜市中区植物防疫所研修センター

横浜市からの移転要望２，００７㎡２００７年横浜市⻄区京浜港湾事務所

３，１４９㎡老朽、狭隘、
施設の不備（耐震性能不足）１９６１年横浜市神奈川区横浜国道事務所

１．事業の目的・概要
（２） 事業の必要性

○施設の老朽化が進んでいる。

○業務の多様化、業務量の増大による狭隘化が進み業務に支障をきたしている。

○現行の耐震基準における耐震性能が不足している。



PFI事業契約締結

「みなとみらい21新港地区街並み
景観ガイドライン」

策定

２．事業の経緯と周辺状況
（１）事業の経緯

関東地方整備局 横浜市

都市美対策審議会景観審査部会との協議

「景観ガイドラインに基づく５つの空間」
①水際空間に開かれた施設構成
②回避動線の結節点となる「ポケットパーク」
③新港地区の歴史を未来につなぐ「並木の散歩道」
④赤レンガ広場と連携し、にぎわいを創出する「広場」
⑤新港地区の玄関となる「ゲート性」の創出

横浜地方合同庁舎 再評価

R2.11
(2020.11)

工事着手
R3.1
(2021.1)

工事完了
R5.3
(2023.3)

H21.4
(2009.4) 横浜地方合同庁舎 新規事業採択

H27.7
(2015.7)
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横浜地方合同庁舎 再評価

｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006｣
（平成１８年７月７日、閣議決定）

・一般庁舎・宿舎、未利用国有地等の売却・有効活用を促進
することとされる。

再評価 入居官署の見直し
横浜市からの要望等を踏まえ、

横浜国道事務所及び京浜港湾事務所の入居。

「国有財産の有効活用に関する報告書」
（平成１９年６月１５日）

・東京23区内に所在する庁舎の移転・再配置計画を提案

｢東京23区外の庁舎等の移転・再配置計画について｣
（平成２０年６月１２日）

（財務省：国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議）
・東京23区内外の庁舎等の移転・再配置計画を提案

H22
(2010)

H27
(2015)

「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」
策定

同意

協議
H31.2
(2019.2)

H25.12
(2013.12)



今回評点 前回評点
（R2再評価）

74.9 74.9

1.5 1.5

0 0

0.3 0.3

6.3 6.3

0 0

1.8 1.8

10.0 10.0

合同庁舎計画 10.0 10.0

特定国有財産整備計画 10.0 10.0

114.8 114.8 ≧ 100

法令等

（加算要素）

合計

分散

地域連携

立地条件の不良

施設の不備

計画理由
評点

評価根拠

老朽

狭あい

借用返還

３．事業目的の達成状況
（１）事業の効果等の発現状況

今回評点：114.8点 前回評点と同様に「必要性があること」を確認

①「事業計画の必要性」に関する評価
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３．事業目的の達成状況

※分析期間は、庁舎建設期間
及び維持管理期間の50年間

※社会的割引率（４％）を用
いて現在価値化を行い費用
を算定

【採用した代替案】
横浜地方合同庁舎：建替
横浜第一港湾合同庁舎：建替
上記以外：賃貸

※各施設において建替・増築・
賃貸から最も有利な方策を
選択

（１）事業の効果等の発現状況

②「事業計画の合理性」に関する評価

今回評点：100点 前回評点と同様に「合理性があること」を確認
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合計
 建設費 16,115,830
 企画設計費 266,660
 解体費 483,561
 修繕費 3,827,427
 保全費 7,074,951
 光熱水費 5,712,307

11,923,457
-2,772,754

合計
 建設費 10,230,107
 企画設計費 194,360
 解体費 567,632
 修繕費 1,599,268
 保全費 4,440,851
 光熱水費 3,281,962
 賃料 28,556,726

3,486,362
-4,082,120

5,643,709

42,631,439

48,275,148

１．初期費用

２．維持修繕費

３．土地の占用に係る機会費用
４．法人税等

３．土地の占用に係る機会費用
４．法人税等

１．初期費用

２．維持修繕費

16,866,051

16,614,685

10,992,099

37,878,807

差額B−A（千円）

A.事業案の総費用（千円）

B.代替案の総費用（千円）



今回評点 前回評点
（R2再評価）

用地の取得・借用 1.1 1.1 国有地に建設されている。

災害防止・環境保全 1.0 1.0 自然的条件からみて災害防止・環境保全上の支障はない。

アクセスの確保 1.1 1.1 施設へのアクセスは良好である。

都市計画その他の土地利用に
関する計画との整合性

1.0 1.0 都市計画その他の土地利用に関する計画と整合している

敷地形状等 1.0 1.0 敷地全体が有効に利用されており、安全・円滑に敷地への出
入りができる。

建築物の規模 1.0 1.0 業務内容等に応じ、適切な規模となっている。

敷地の規模 1.0 1.0 建築物の規模及び業務内容等に応じ、適切な規模となってい
る。

構
造

機能性 1.0 1.0 執務に必要な空間及び機能が適切に確保されている。

121.0 121.0 ≧ 100評 点
（各項目毎の評価を掛け合い✕100倍）

係数

評価根拠

位
置

規
模

分
類

評価項目

３．事業目的の達成状況
（１）事業の効果等の発現状況

③「事業計画の効果」（Ｂ１）業務を行うための基本機能に関する評価

今回評点：121点 前回評点と同様に「効果があること」を確認
7



分
類

評価
項目

確保する性能の水準 主な取組内容
前回評価

（R2再評価）

地域性
・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性とともに、地域
 の活性化等地域社会への貢献について配慮されている。
・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性について配慮さ
 れている。

・近代港湾発祥の地としての新港地区の歴史及び文化を尊重
 し、赤レンガ倉庫との関係性を考慮して、低層部外観はレ
 ンガタイルとし、外構工作物にもレンガタイルを使用し、
 まちの魅力と賑わいの演出に寄与する整備を行った。

充実した取組が計画されて
いる。（地方公共団体のま
ちづくりへの貢献）

景観性

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性を考慮しつつ、
 周辺環境との調和が図られ、良好な景観の形成について配慮され
 ている。
・官庁施設の基本的性能基準に基づき、周辺環境との調和が図ら
 れ、良好な景観の形成について配慮されている。

・赤レンガ倉庫との関係性を考慮し、新港地区の玄関口とし
 てのゲート性を象徴する門型フレームによるシンプルな構
 成によるデザインとし、街とのつながり、街の魅力と賑わ
 いの演出に寄与する整備を行った。
・新港中央広場、水際線プロムナードといった緑地や、新港
 地区を囲む水辺空間等の自然環境との調和を図った。

【事後評価のみ評価対象】

施策に基づく付加機能（B2）

社
会
性

３．事業目的の達成状況

レンガタイルを用いた工作物

みなとみらい地区鳥瞰

④事業計画の効果に関する評価【B2】（1/4）

（１）事業の効果等の発現状況

南東側外観低層部のレンガタイル

低層部のレンガタイル(北面) 水際プロムナード水際デッキテラス 8



分
類

評価
項目

確保する性能の水準 主な取組内容
前回評価

（R2再評価）

環境
保全性

・官庁施設の環境保全性基準に基づき、環境保全性の水準を満たし
 ている。

・建築環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の
 環境効率（BEE値）：2.2
・熱負荷低減対策として、Low-E複層ガラスを採用した。
・自然エネルギー利用のための特別な対策（太陽光発電）を
 行った。
・緑化のための特別な対策（屋上緑化）を行った。

充実した取組が計画されて
いる。（屋上緑化 / 太陽光
発電 / 雨水利用設備）

木材
利用
促進

・公共建築物における木材の利用の促進のための計画に基づき、木
 造化、内装等の木質化が図られている。

・国⺠の目に触れる機会が多いと考えられる部分の内装等の
 木質化を図った。

充実した取組が計画されて
いる。
（内装等の木質化）

施策に基づく付加機能（B2）

環
境
保
全
性

３．事業目的の達成状況

内装木質化（１階）

屋上緑化（２階）

④事業計画の効果に関する評価【B2】（2/4）

（１）事業の効果等の発現状況

内装木質化（食堂）

太陽光パネル（屋上）
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分
類

評価
項目

確保する性能の水準 主な取組内容
前回評価

（R2再評価）

安
全
性

防災性
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づき、大地震動により
 構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著
 しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。

・中央監視室（防災センター）や港湾の災害対策室などの災
 害応急対策活動を行う官署は、高潮・津波による浸水の想
 定高さよりも高く、かつ避難中に行動がとりやすい２階に
 熱源機械室・電気室・自家発電機室は、最上階に配置し
 た。
・２階に設けた「しんこうデッキ」は、災害時の一時避難場
 所となっており、横浜市の津波避難ビルの指定を受けてい
 る。

官庁施設の総合耐震・対津
波計画基準に基づいた取組
がなされているほか、防災
に配慮した取組が行われて
いる。

施策に基づく付加機能（B2）

３．事業目的の達成状況

④事業計画の効果に関する評価【B2】（3/4）

（１）事業の効果等の発現状況

しんこうデッキ（２階）非常用発電機室（７階）

受水槽室（２階）
10



分
類

評価
項目

確保する性能の水準 主な取組内容
前回評価

（R2再評価）

機
能
性

ユニ
バーサ
ルデザ
イン

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準に基づき、不特定
 かつ多数の人が利用する施設については、建築物移動等円滑化誘
 導基準を満たしている。
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準に基づき、その他
 の施設については、建築物移動等円滑化基準を満たしている。

・建築物移動等円滑化誘導基準に適合している。
・地上階の全て（東⻄ツインコア）に多機能トイレを設置
 した。

特にユニバーサルデザイン
に配慮である。
（地上階全てに多機能トイ
レを設置）

耐用性
・官庁施設の基本的性能基準に基づき、目標とする使用期間を考慮
 し、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし、大規模な修繕を
 除く。）をすることにより、大規模な修繕を行わずに⻑期的に構
 造耐力上必要な性能を確保できる。

・100年程度使用するために構造耐力上必要な性能を確保し
 た。
・外部等に面する鉄骨などの部材（免震層を含む）の塩害
 については、立地条件を配慮し、⻑寿命化を図る仕様と
 した。

【事後評価のみ評価対象】

保全性
・ 官庁施設の基本的性能基準に基づき、清掃、点検・保守等の維
持
 管理及び材料、機器等の更新が、効率的かつ安全に行える。

・将来の機器変更に配慮して更新スペースを確保した。 【事後評価のみ評価対象】

施策に基づく付加機能（B2）

経
済
性

３．事業目的の達成状況

④事業計画の効果に関する評価【B2】（4/4）

（１）事業の効果等の発現状況

マルチサインの設置（１階）

自動扉の設置

更新スペースの確保（7階）

多機能トイレの設置(1〜6階)

11
前回評点で想定した効果の発現状況を確認
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３．事業目的の達成状況【参考１】

環境品質・性能
Ｑ（Quality）

外部環境負荷
Ｌ（Load）

BEE値＝

＝
25×（SＱ−1）

25×（5−SLR）

＝ 66／29＝2.2
【環境性能評価システムランク】

Sランク・Aランク・B+ランク・B-ランク・C ランク

大変優れている 劣っている

⑤CASBEE（建築環境総合性能評価システム）

CASBEEとは、建物等を環境性能で総合評価し格付けする手法であり、施設内などの快適性や景観への配
慮等も含めた建物の品質と環境負荷を総合的に評価している。

横浜地方合同庁舎は、CASBEE評価において、Ａランクとなっている。

（１）事業の効果等の発現状況
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満足度が高い項目 : 「建物外観印象」「清掃」
ほとんどの項目で満足度が高く、特に「建
物外観」の満足度が高く、「周辺の景観に
配慮している」との意見

満足度が低い項目：「リフレッシュ利用」
「しんこうデッキを利用していない」と
の意見が複数

３．事業目的の達成状況【参考２】

アンケート調査の概要（令和７年度実施）

対 象：職員（回収数：654人 回収率：58.1％）

調査内容：「総合満足度」「自席周り」「執務室」「その他
執務スペース」「執務室以外」「快適性」「安心
安全」「地域への影響」に関する項目について、
５段階評価

「総合満足度」 4.14 （全施設平均3.66）

概ね良好な満足度の結果が得られている。

調査結果

職 員

⑥顧客満足度（ＣＳ）調査

（１）事業の効果等の発現状況

アンケート調査の概要（令和７年度実施）

対 象：来庁者（回収数：158人 回収率：79.0％）

調査内容：「総合満足度」「利用しやすさ」「快適性」「安
心安全」「地域への影響」に関する項目について
５段階評価

「総合満足度」 3.74 （全施設平均3.88）

調査結果

一般利用者

13

満足度が高い項目 : 「建物周り雰囲気」「トイレ」「清掃」
ほとんどの項目で満足度が高く、特に「ト
イレ」「清掃」の満足度が高い

満足度が低い項目：「施設内移動行き先」
「官署の場所がわかりづらい」との意見
が複数



○ 今後の事業においても、関連機関と連携を図り、より良質な施設整備につなが
るよう、本事業のような取り組みを参考としてプロジェクトに取り組むことが重要
である。
○ 多数の官署が入居する合同庁舎においては、より分かりやすい案内表示に向
けた検討・実施を重ねると共に、各入居官署による個別対応等が柔軟にとれる
よう、関係者と連携することが必要である。

知見、学び

４．事業を通して得られた知見・学び

○ 本事業は、国有財産の有効活用のため、財務省の有識者会議より提案され
た東京２３区内外の庁舎等の移転・再配置計画である。
〇 横浜市内に分散していた国の行政機関を集約・立体化するとともに、耐震性
能不足、老朽、狭あい等を解消することで、施設利用者の利便性、安全性、業
務効率を向上させつつ、防災拠点となる庁舎として国有財産の有効活用を図っ
ている。
〇 また、当該地区は近代港湾の発祥の地としての歴史的資産や港の景観に配
慮した施設整備とすることで、周辺地区との調和を図るとともに、ウォーターフロ
ントの特性を活かし、港とその歴史にふさわしい街並みを形成を図っている。
○ 顧客満足度（CS）調査において、官署案内の分かりづらさについて意見が見
られる。

14



５．まとめ

本事業は、事業目的を果たし、かつ、事業の効果も十分発現していると
判断できるため、今後の事後評価及び特段の改善措置の必要性はない
と考えられる。

■対応方針（案）

（１）今後の事業評価の必要性、改善措置の必要性

（２）同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性は
ないと考えられる。

15



参 考 資 料

官庁営繕事業の事業評価について



事業評価の位置付け

行政機関が行う政策の評価に関する法律 （平成13年法律第86号）

○個別公共事業について、事業評価方式による政策評価を実施する。

○対象事業：国交省所管の公共事業のうち、維持・管理・災害復旧等に係る事業を除く
すべての事業

国土交通省政策評価基本計画 （計画期間 令和６年度～令和10年度）

行政機関による政策評価の実施、各省庁における基本計画策定等を義務付け

政策評価

公共事業

その他施設費

研究開発評価

規制の事前評価

租税特別措置等に
係る政策評価

（実施要領）

官庁営繕事業に係る実施要領細目 官庁営繕事業に係る事業評価手法

官庁営繕費による新営事業を対象とする

参考１



参考２

新規事業採択時評価 再評価 事後評価

事後評価の考え方

（新規事業採択） （完了）（工事着手）

（５年間継続中） （再評価後５年間継続中）

（完了後
２年間経過後）

「事業評価監視委員会」で審議

社会資本整備審議会建築分科会
官公庁施設部会事業評価小委員会で審議

〈完了後の事後評価〉

・事業完了後２年間が経過した事業について実施。

・事業効果等の確認・分析を行い、必要に応じて適切な改善措置、同種
事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。

事業効果等の確認・分析

〈事後評価の流れ〉

対応方針（案）のとりまとめ

（今後の事業評価の必要性、改
善措置の必要性等）

対応方針の決定

「事業評価監視委員会」の審議

※次頁参照



事業評価の手法

②事業計画の合理性
同等の性能が得られる代替案の有無を確認し、
事業案と代替案とを経済比較して事業案が最も
経済的であることを確認（代替案がない場合、
事業案が最も合理的とする）

（要件：評点100点）

①事業計画の必要性
現在入居している建物の状況から、事業
の必要性を評価

（要件：評点100点以上）

その他、

…などの項目について評価する。

現在の建物に問題が多いほど
評点が高い（建替えの必要性大）

事業計画

建替
（新営）

③事業計画の効果
Ｂ１（業務を行うための基本機能）と Ｂ２（施策
に基づく付加機能）から、事業の効果の発揮見
込みを評価

（要件：評点100点以上）

【B1】（基本）

法令・
条例に
適合

適正な規模適切な
執務空間

適切な
敷地の場所・

規模

業務を行うための必要な機能を満たす
見込みであることを確認

防災機能の不備
解消の必要性

狭あい
解消の必要性

分散 借用返還

老朽
による弊害解消の

必要性

既存部分
の改修

不足分
の増築

代替案A 代替案B

民間ビル
への入居

経済性等を比較し、
現計画の合理性を評価

地域連携

現在入居している
建物の状況を項目別に採点

【B2】（施策）

環境保全性の確保
ユニバーサル
デザイン

防災性の確保

地域防災へ
貢献する取組

事業の特性に合致した施策に基づく機能
が付加される見込みであることを確認

木材利用促進
地域との
連携

事後評価における事業効果等の確認分析：
前回評点と同様に「①必要性、②合理性、③効果があること」を確認する 参考３



２．評価の指標 ①事業計画の必要性
備 考４０５０６０７０８０９０１００内容 評点

計画
理由

気象条件の極めて過酷な場所にある場合は、左記に基づく評
点に10点加算する。

８０％以下７０％以下６０％以下５０％以下施設の老朽（現存率）

老朽 経年、被災等により構造耐
力が著しく低下し、非常に
危険な状態にあるもの

構造耐力の著しい低下

敷地等の関係で増築が可能な場合は、主要素としない。０．８０以下０．７５以下０．７０以下０．６５以下０．６０以下０．５５以下０．５以下庁舎面積（面積率）狭あい

なるべく速や
かに返還す
べきもの

期限付き
立退要求
のもの

借用期限
が切れ即
刻立退が
必要なもの

立退要求がある場合
借用
返還 なるべく速や

かに返還す
べきもの

緊急に返還すべきもの
借料が高額等の事情により
返還すべき場合

相互距離は、通常利用する道路の延長とする。
同一敷地内に分散、業
務上支障があるもの

２ヶ所以上に分散、相互
距離が300m以上で（同
一敷地外）、業務上非常
に支障があるもの

２ヶ所以上に分散、相互距
離が１km以上で（同一敷
地外）、業務上著しく支障
があるもの

事務能率低下、連絡困難分散

次に該当する場合は、主要素と従要素に区分した上で得られ
る評点（従要素の場合は評点の10分1。該当する理由がない場
合は0点）に、次のいずれかを加算し、当該計画理由の評点と
する。
・シビックコア計画に基づくもののうち、シビックコア内の当該施
行分を除く施設、関連都市整備事業等の全てが整備済みの場
合は7点、少なくとも全てが建設に着手済みの場合は4点
・地方公共団体の施設と合築整備（同一又は隣接する敷地に
増築により一体的に整備する場合を含む。以下同じ。）をする
もので、その合築整備が確実な場合は、4点
・地域防災へ貢献する取組が確実に行われる場合は、4点

区画整理等が計画決定
済であるもの

区画整理
等が事業
決定済み
であるもの
（年度別決
定済）

区画整理
等施行中
で早く立ち
退かないと
妨害となる
もの

周囲が区画整理等施行済
みで当該施行分のみ未施
行となっているもの

都市計画の進捗

地域
連携 都市計画的にみて地域

性上好ましくないもの、
又は防火地域若しくは準
防火地域にある木造建
築物で延焼のおそれが
あるもの

都市計画的にみて地域
性上障害のあるもの、又
は防火地域若しくは準防
火地域にある木造建築
物で延焼の可能性が高
いもの

都市計画的にみて地域性
上著しい障害のあるもの、
又は防火地域若しくは準
防火地域にある木造建築
物で延焼の可能性が著し
く高いもの

地域性上の不適

位置が不適当で業務上
又は環境上好ましくない
もの

位置が不適当で業務上
支障を来しているもの又
は公衆に不便を及ぼし
ているもの

位置が不適当で業務上非
常な支障を来しているもの
又は公衆に非常に不便を
及ぼしているもの

位置の不適立地
条件
の

不良
地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
上好ましくないもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排
水不良等で維持管理が著
しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水
不良等で維持管理が不可
能に近いもの

地盤の不良

改修により対応できる場合は、主要素としない。

施設が不備、かつ運用
による代替が十分できな
いため、業務上好ましく
ないもの又は人命の安
全上好ましくないもの

施設が不備、かつ運用によ
る代替ができないため、業
務の遂行が著しく困難なも
の又は人命の安全確保が
困難なもの

災害時における必要機能
に係る施設の不備

防災機
能に係
る施設
の不備

敷地等の関係で増築が不可能な場合は、主要素としない。

施設が不備のため業務
上好ましくないもの又は
来庁者の利用上著しく支
障があるもの

施設が不備のため業務
の遂行に支障を来して
いるもの

施設が不備のため業務の
遂行が困難なもの

施設が不備のため業務の
遂行が著しく困難なもの

必要施設の不備
（災害時における必要機能
に係る施設の不備を除く）

施設
の

不備
主要素としない。

法令による基準以下で
あるもの

法令による基準より相当
低いもの

法令による基準よりはるか
に低いもの

採光、換気不良

国の行政機関等の移転及び機構統廃合等に適用する。ただし、
機構統廃合による場合は、主要素としない。

法令、閣議決定等に基づき
整備が必要なもの

法令等に基づく整備法令等

主要素の評点に従要素それぞれについての評点の10％を加えた
点数を「事業計画の必要性」の評点とする。
（合同計画、特定国有財産整備特別会計による計画は各10点加算） 前回評点と比較

確認
分析 【要件】１００点以上

各施設で算定し、それぞれの必要計画面積で
加重平均をかけた数値の合計 参考４



２．評価の指標 ②事業計画の合理性

・同等の性能が得られる代替案（建替、改修・増築、民借）の有無を確認した上で、最も有利な

代替案と事業案との費用を比較

・分析期間：庁舎建設期間及び維持管理期間５０年間

・社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い費用を算定

合計金額Ⅰ事業案の総費用（千円）

１．初期費用 （建設費、企画設計費）

２．維持修繕費 （修繕費、保全費、光熱水費）

３．土地の占用に係る機会費用※

４．法人税等

合計金額Ⅱ代替案の総費用（千円）

１．初期費用 （テナント工事費、移転経費）

２．維持修繕費 （光熱水費、賃料）

３．土地の占用に係る機会費用※

４．法人税等

【差額】Ⅱ－Ⅰ （千円）

※土地の占用に係る機会費用について
土地が建物によって占用されることによって失われる、仮にその土地を運用（賃貸等）していたら得られたであろう利益（地代等）

代替案との比較検討

前回評点と比較

確認・分析 【要件】１００点
（代替案総費用）－（事業案総費用）≧０

であれば１００点（上記以外は０点） 参考５



２．評価の指標 ③事業計画の効果

０．５０．７０．８０．９１．０１．１項 目
分
類

用地の取得上、借用上の
問題があり、その問題が
解消される見込みがない。

用地の取得上、借用
上の問題があるが、
その問題は解消され
る見込みがある。

必要な期間の用地の利用
（借用を含む。）が担保され
ている。

（新規取得か否かを問わ
ず）国有地に建設されてい
る。

用地の取得・借用

位

置

自然的条件からみて災害
防止、環境保全上重大な
支障がある。

自然的条件からみて
災害防止・環境保全
上軽微な支障がある。

自然的条件からみて災害防
止・環境保全上支障がない。

自然的条件からみて災害
防止・環境保全上良好な状
態である。

災害防止・環境保全

施設へのアクセスに重大
な支障がある。

施設へのアクセスに軽
微な支障がある。

施設へのアクセスに支障は
ない。

施設へのアクセスは良好で
ある。

アクセスの確保

都市計画その他の土地利
用に関する計画と整合し
ておらず、整合する見込
みがない。

都市計画その他の土
地利用に関する計画と
整合していないが、整
合する見込みがある。

都市計画その他の土地利
用に関する計画と整合して
いる。

都市計画その他の土
地に関する計画との
整合性

敷地の有効利用または敷
地への安全・円滑な出入
りに重大な問題がある。

敷地への安全・円滑
な出入りに軽微な問
題がある。

敷地の一部が有効に
利用できない。

敷地全体が有効に利用され
ており、安全・円滑に敷地へ
の出入りができる。

敷地形状等

業務内容等に対し、著しく
不適切な規模となってい
る。

業務内容等に対し、
やや不適切な規模と
なっている。

業務内容等に応じ、適切な
規模となっている。

建築物の規模

規

模

建築物の規模及び業務内
容に対し、著しく不適切な
規模となっている。

建築物の規模及び業
務内容に対し、やや不
適切な規模となってい
る。（駐車場の不足な
ど）

建築物の規模及び業務内
容に応じ、適切な規模となっ
ている。

敷地の規模

執務に必要な空間及び機
能が確保されない。

執務に必要な空間及
び機能が適切に確保
されていない。

執務に必要な空間及び機能
が適切に確保されている。

機能性（業務を行う
ための基本機能に該
当する部分）

構
造

各項目の係数を全て掛合わせて100を乗じた数値評 点

B1 業務を行うための基本機能 の指標

前回評点と比較

確認・分析 【要件】１００点以上
各評価項目の係数を全て

掛合わせて１００を乗じた数値 参考６



２．評価の指標 ③事業計画の効果

確保する性能の水準（※１）評価項目分類

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性とともに、地域の活性化等地域社会への貢献について配慮されている。

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性について配慮されている。
地域性

社会性 ・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の特性を考慮しつつ、周辺環境との調和が図られ、良好な景観の形成について配慮
されている。

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、周辺環境との調和が図られ、良好な景観の形成について配慮されている。

景観性

・官庁施設の環境保全性基準に基づき、環境保全性の水準を満たしている。環境保全性

環境保全性

・公共建築物における木材の利用の促進のための計画に基づき、木造化、内装等の木質化が図られている。木材利用促進

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準に基づき、不特定かつ多数の人が利用する施設については、建築物移動等円滑
化誘導基準を満たしている。

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準に基づき、その他の施設については、建築物移動等円滑化基準を満たしている。

ユニバーサル
デザイン

機能性

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づき、大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、
人命の安全確保に加えて災害応急対策活動等のための十分な機能確保が図られている。

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づき、大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目
標とし、人命の安全確保に加えて災害応急対策活動等のための機能確保が図られている。

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づき、大地震動により構造体の部分的な損傷が生じるが、建築物全体の耐力の低下
は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。

防災性安全性

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、目標とする使用期間を考慮し、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし、大規模な修繕
を除く。）をすることにより、大規模な修繕を行わずに長期的に構造耐力上必要な性能を確保できる。

耐用性

経済性

・官庁施設の基本的性能基準に基づき、清掃、点検・保守等の維持管理及び材料、機器等の更新が、効率的かつ安全に行える。保全性

B2 施策に基づく付加機能の発現状況の確認

確認・分析
整備内容に基づき確認

各評価項目において実施した
施策に応じて発現状況を確認

※ 個別の事業特性に応じて本表に記載のない付加機能を加えることを妨げない。

参考７


